
3 典型的なトラブル事例 

典型的なトラブル事例として、次のようなケー

スがあります。 

①「アンケートに答えて下さい」と街角で声

をかけ、営業所等に連れて行き、商品やサー

ビスを契約させる「キャッチセールス」。主

に女性を対象として、化粧品や美顔器、

エステの契約をさせたり、高額な絵画を契

約させる場合もあります。 

②「抽選に当たったので景品を取りに来て

下さい」「あなたは特別モニターに選ばれ

ました」などと販売目的を告げずに電話や

電子メールで営業所へ呼び出し、商品や

サービスを契約させる「アポイントメントセー

ルス」。アクセサリーなどの事例が多くみら

れます。 

③電話やメールを使って出会いの機会を作り、

デートを装って恋人気分にさせ、高額商

品を契約させるいわゆるデート商法でも商

品の販売が目的であることを告げずに、

電話やメールで誘い出し、断りにくい状況

でアクセサリーなどの購入を勧める事例が

あります。これも訪問販売に該当する場合

があります。 
 

自分は大丈夫。誰もがそう思っていても、

常に油断は禁物です。 
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4トラブル事例─連鎖販売取引※ 

Ⅱ 契約・取引 

友人に「化粧品を買って会員になり、他

の人を勧誘すると、もうかる」と誘われた。誰

か化粧品の代理店になってくれる会員を勧

誘して、その人が化粧品を買った代金の一

部が特定利益として振り込まれるため、楽し

てもうけられる仕組みだという。いい話と思い

契約したが、思うように会員を増やせないし、

化粧品の在庫を抱えて困っている。 

　 

このように、個人を商品などの販売員とし

て勧誘し、さらに入会すれば利益が得られる

と言って商品の購入等の負担を伴う取引を

行うことで、連鎖的に販売組織が拡大して

いくものを連鎖販売取引といいます。勧誘す

る時は「このビジネスに参加するだけで、誰

でも簡単に○百万円がもうかる」と不実の説

明される場合がありますが、思うように加入

者が見つからずに、商品の支払いだけが残

り、友人などを強引に誘うことで、人間関係

が悪化することもあります。 

そもそもそんなに簡単にもうかる話はないと

考えて、販売の仕組みが十分に理解できな

い時には、きっぱりと断りましょう。 
────────────────────────────── 

※鎖のように次々連なる組織で販売などをすることから

連鎖販売取引と言い、特定商取引法で規制されて

います。 
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